
報 告

岡山県教育委員会規則の一部改正等について

このことについて，岡山県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等

に関する規則（昭和４２年岡山県教育委員会規則第１２号）第３条第３項

の規定に基づいて，別添のとおり専決処理しましたので報告します。

令和５年４月７日

岡山県教育委員会教育長

鍵 本 芳 明



R5.4.7　教育委員会資料

改 正 す る 規 則 等 主 な 改 正 内 容 頁

①岡山県個人情報保護条例施行規則【全部改正】
（平成14年岡山県教育委員会規則第15号）

　(全部改正後の規則名)
　個人情報の保護に関する法律施行細則

2

②岡山県教育委員会の公印の寸法及び管理に関する規程【一部改正】
（昭和32年岡山県教育委員会規則第1号）

5

③岡山県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則【一部改正】
（昭和42年岡山県教育委員会規則第12号）

6

④岡山県教育委員会文書規程【一部改正】
（平成8年岡山県教育委員会訓令第3号）

7

⑤簡易な方法による開示請求をすることができる個人情報の指定【告示廃止】
（平成14年岡山県教育委員会告示第6号）

8

　　 令和５年４月１日

教育委員会規則等改正等一覧

１　改正内容

２　施行期日

（R5.4.1施行）
従前は各地方公共団体ごとに条例等で定めていた個人情報保護制度につい
て、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）の改正により、制
度の法令根拠が、全国的な共通ルールを規定した法に一本化されたため、従
前、個人情報保護条例の施行に必要な事項を規定していた岡山県個人情報保
護条例施行規則を全部改正し、法の施行規則として制定する。
また、制度の法令根拠が法となったことに伴い、従前、個人情報保護条例を
根拠として引用していた条文について、当該箇所を法とする等所要の改正を
行う。
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（ 目 次 ） 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七 号

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 細 則

岡 山 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 全

部 を 改 正 す る 。

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 。 以

下 「 法 」 と い う 。 ） 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 五 年 政 令 第 五 百 七

号 。 以 下 「 政 令 」 と い う 。 ） 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 八 年

個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 第 三 号 ） 及 び 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和

四 年 岡 山 県 条 例 第 五 十 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 政 令 第 二 十

八 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 地 方 公 共 団 体 の 規 則 で 定 め る こ と と さ れ て い る 事 項 及 び 岡

山 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 保 護 に 関 し 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 個 人 情 報 取 扱 事 務 簿 ）

第 二 条 教 育 委 員 会 は 、 法 第 七 十 四 条 第 二 項 第 九 号 に 規 定 す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル （ 法

第 七 十 四 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 八 号 ま で 及 び 第 十 号 並 び に 法 第 七 十 五 条 第 三 項 に 規

定 す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 除 く 。 ） に つ い て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 帳 簿 （ 以 下

「 個 人 情 報 取 扱 事 務 簿 」 と い う 。) を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。

一 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称

二 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称

三 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的

四 そ の 他 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 事 項

２ 教 育 委 員 会 は 、 前 項 に 規 定 す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 新 た に 保 有 し よ う と す る と き は 、

あ ら か じ め 、 当 該 個 人 情 報 フ ァ イ ル に つ い て 、 個 人 情 報 取 扱 事 務 簿 を 作 成 し な け れ ば

な ら な い 。

３ 教 育 委 員 会 は 、 個 人 情 報 取 扱 事 務 簿 に 記 載 す べ き 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 直 ち

に 、 当 該 個 人 情 報 取 扱 事 務 簿 を 修 正 し な け れ ば な ら な い 。

４ 教 育 委 員 会 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 保 有 を や め た と き は 、 遅 滞 な

く 、 当 該 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 係 る 個 人 情 報 取 扱 事 務 簿 を 削 除 し な け れ ば な ら な い 。

（ 電 磁 的 記 録 の 開 示 方 法 ）

第 三 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 電 磁 的 記 録 に つ い て の 法 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 行 政

機 関 等 が 定 め る 方 法 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 方 法 と す る 。

一 ビ デ オ テ ー プ 又 は 録 音 テ ー プ 視 聴 若 し く は 聴 取 又 は 複 製 物 の 交 付 の 方 法

二 前 号 に 該 当 す る も の 以 外 の 電 磁 的 記 録 当 該 電 磁 的 記 録 を 印 刷 物 と し て 出 力 し た

も の の 閲 覧 又 は 交 付 の 方 法

２ 前 項 第 二 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 保 有 す る 処 理 装 置 及 び プ ロ グ ラ

ム に よ り 専 用 機 器 に 出 力 し た も の を 閲 覧 さ せ 、 若 し く は 視 聴 さ せ 、 又 は 光 デ ィ ス ク （ 日

本 産 業 規 格 Ｘ 〇 六 〇 六 及 び Ｘ 六 二 八 一 又 は Ｘ 六 二 四 一 に 適 合 す る 直 径 百 二 十 ミ リ メ ー

ト ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と が 可 能 な も の に 限 る 。 ） に 複 写 す る こ と

が 容 易 で あ る と き は 、 当 該 電 磁 的 記 録 の 閲 覧 若 し く は 視 聴 又 は 当 該 複 製 物 の 交 付 に よ

り 開 示 を 行 う こ と が で き る 。
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（ 送 付 に 要 す る 費 用 の 納 付 方 法 ）

第 四 条 政 令 第 二 十 八 条 第 四 項 の 地 方 公 共 団 体 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 郵 便 切 手 で 納 付

す る 方 法 と す る 。

（ 写 し の 交 付 に 要 す る 費 用 の 額 等 ）

第 五 条 条 例 第 三 条 第 二 項 の 実 施 機 関 が 定 め る 額 は 、 別 表 に 定 め る と お り と す る 。

２ 写 し の 交 付 に 要 す る 費 用 は 、 前 納 と す る 。

（ そ の 他 ）

第 六 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 条 例 附 則 第 九 項 及 び 第 十 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ た 行 為 に 係

る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 岡 山 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

別 表 （ 第 五 条 関 係 ）

公 文 書 の 種 類 写 し の 交 付 の 方 法 金 額

一 文 書 、 図 画 又 は 写 真 イ 乾 式 複 写 機 に よ る 写 し 一 枚 に つ き 十 円 。 た

だ し 、 多 色 刷 り の も

の に あ っ て は 、 一 枚

に つ き 五 十 円

ロ 乾 式 複 写 機 に よ る 写 し 写 し の 作 成 に 要 す る

以 外 の も の 費 用 に 相 当 す る 額

二 ビ デ オ テ ー プ イ ビ デ オ カ セ ッ ト テ ー プ 一 巻 に つ き 百 十 円

に 複 製 し た も の

ロ ビ デ オ カ セ ッ ト テ ー プ 写 し の 作 成 に 要 す る

以 外 に 複 製 し た も の 費 用 に 相 当 す る 額

三 録 音 テ ー プ イ 録 音 カ セ ッ ト テ ー プ に 一 巻 に つ き 九 十 円

複 製 し た も の

ロ 録 音 カ セ ッ ト テ ー プ 以 写 し の 作 成 に 要 す る

外 に 複 製 し た の も の 費 用 に 相 当 す る 額

四 電 磁 的 記 録 （ 二 の 項 又 イ 印 刷 物 と し て 出 力 し た 一 枚 に つ き 十 円

は 三 の 項 に 該 当 す る も の も の

を 除 く 。 ）

ロ 光 デ ィ ス ク （ 日 本 産 業 一 枚 に つ き 四 十 円

規 格 Ｘ 〇 六 〇 六 及 び Ｘ 六

二 八 一 に 適 合 す る 直 径 百
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二 十 ミ リ メ ー ト ル の 光 デ

ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生

す る こ と が 可 能 な も の に

限 る 。 ） に 複 製 し た も の

ハ 光 デ ィ ス ク （ 日 本 産 業 一 枚 に つ き 五 十 円

規 格 Ｘ 六 二 四 一 に 適 合 す

る 直 径 百 二 十 ミ リ メ ー ト

ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装

置 で 再 生 す る こ と が 可 能

な も の に 限 る 。 ） に 複 製

し た も の

備 考
一 一 の 項 イ の 場 合 に お い て 、 両 面 印 刷 の 用 紙 を 用 い る と き は 、 片 面 を 一 枚 と し て

額 を 算 定 す る 。

二 一 の 項 イ の 場 合 に お い て 、 用 紙 は 、 原 則 と し て 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 三 番 ま で の

大 き さ の も の を 用 い る こ と と し 、 こ れ を 超 え る 大 き さ の 規 格 の 用 紙 を 用 い た 場 合

は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 三 番 に よ る 用 紙 を 用 い た 場 合 の 枚 数 に 換 算 し て 枚 数 を 計 算

す る も の と す る 。
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◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号

岡 山 県 教 育 委 員 会 公 印 の 寸 法 及 び 管 理 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う

に 定 め る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

岡 山 県 教 育 委 員 会 公 印 の 寸 法 及 び 管 理 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

岡 山 県 教 育 委 員 会 公 印 の 寸 法 及 び 管 理 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 二 年 岡 山 県 教 育 委 員 会

規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 二 項 中 「 岡 山 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 岡 山 県 条 例 第 三 号 ） 」 を 「 個

人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 九 号

岡 山 県 教 育 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

岡 山 県 教 育 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則
岡 山 県 教 育 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 岡 山

県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 十 八 号 中 「 岡 山 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 岡 山 県 条 例 第 三 号 ） 」 を 「 個

人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 六 号

庁 中 一 般

教 育 事 務 所

教 育 機 関

県 立 学 校

岡 山 県 教 育 委 員 会 文 書 規 程 （ 平 成 八 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

第 九 条 中 「 岡 山 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 岡 山 県 条 例 第 三 号 ） 」 を 「 個 人 情 報

の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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（ 目 次 ） 簡 易 な 方 法 に よ る 開 示 請 求 を す る こ と が で き る 個 人 情 報 の 指 定 の 廃 止

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 告 示 第 四 号

簡 易 な 方 法 に よ る 開 示 請 求 を す る こ と が で き る 個 人 情 報 の 指 定 （ 平 成 十 四 年 岡 山 県 教

育 委 員 会 告 示 第 六 号 ） は 、 廃 止 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

附 則

こ の 告 示 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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